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令和３年度墨田区立学校「体力テスト」の結果について（資料１）

すみだ教室講師の退任に伴う感謝状の贈呈について（資料２）
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議案第６号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区指定有形文化財（絵画）の指定について

　別紙のとおり指定する。

令 和 4 年 2 月 3 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区文化財保護条例第７条の規定により、指定する必要がある。
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令和３年度 墨田区立学校「体力テスト」の結果について 
 

１ 調査の目的 

  「令和３年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（東京都統一体力テスト）」の結果から、墨

田区内の児童・生徒の体力・運動能力及び生活・運動習慣等の現状を明らかにし、児童・生徒の健康の保持・増進と

体力づくりを推進する施策の改善と一層の充実を図る。 

 

２ 調査実施期間及び調査対象等 

（１）調査実施期間    令和３年６月１日から令和３年６月30日まで 

（２）調査対象      墨田区立小・中学校全学年児童・生徒（夜間学級除く） 

（３）実施した学校      

校 種 学校数 実施学校数（実施率） 学年・人数 

小学校 25校 
25校 

（100％） 

１年 1,751人 ４年 1,637人 
小学校総数 

10,165人 
２年 1,719人 ５年 1,662人 

３年 1,724人 ６年 1,672人 

中学校 10校 
10校 

（100％） 

１年 1,236人  
中学校総数 

3,6９5人 
２年 1,215人 

３年 1,244人 
 

３ 調査項目 

 ○体位  身長、体重 

 ○体力テスト 

（１）小学校 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ソフトボール投げ 

（２）中学校 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ハンドボール投げ、

持久走  ※ 20ｍシャトルラン及び持久走（男子:1500ｍ、女子：1000ｍ）は選択 
 

４ 調査結果 

（１）男子 

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

墨田区平均値 30.５ 36.9 44.1 49.1 54.7 61.0 33.5 42.5 48.2 

東京都平均値 29.2 36.2 42.1 47.9 53.3 59.0 32.4 40.1 47.2 

都平均との差異 ＋1.3 ＋0.7 ＋2.0 ＋１.2 ＋１.4 ＋２.0 ＋1.１ ＋２.4 ＋1.0 

令和３年度全国※     52.5   41.1  

（２）女子 

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

墨田区平均値 30.8 38.3 44.6 50.4 57.6 62.4 43.6 48.4 50.8 

東京都平均値 29.3 36.7 42.7 49.0 55.0 60.0 42.5 47.6 50.6 

都平均との差異 ＋1.5 ＋１.6 ＋1.9 ＋1.４ ＋２.6 ＋2.4 ＋1.1 ＋0.8 ＋0.2 

令和３年度全国※     54.7   48.4  

   ※ 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書【スポーツ庁】（小学校第５学年、中学校第２学年実施） 
 

【分析】 

小学校、中学校ともに、全学年において男女とも都平均を上回った。調査項目別では、小学校は「反復横跳び」、「20ｍ

シャトルラン」、中学校では「長座体前屈」、「反復横跳び」、「立ち幅跳び」で都平均を大きく上回った。一方で、小学校で

は「50ｍ走」、「立ち幅跳び」、中学校では「上体起こし」、「50ｍ走」で都平均より下回る学年が多く、素早さや力強さ等

の向上が課題と捉える。 
 

５ 今後の取組予定 

（１）教育委員会事務局指導室は、本調査の結果を踏まえ、体力向上に資する取組を各学校に情報提供する。 

（２）各学校は、自校の調査結果を踏まえ、令和３年度「体力向上プラン」、「一校一取組運動」の改善を図り、体力向

上を更に推進する。 
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すみだ教室講師の退任に伴う感謝状の贈呈について 

 

（１）趣旨 

墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱第２条第２号、同細目基準地域教育支援課８号（すみだ 

教室講師退任に伴う感謝）に基づき、退任したすみだ教室講師に対して感謝状を贈呈した。 

 

（２）被贈呈者経歴等 

 
被贈呈者 経歴 贈呈日 贈呈主体 退任理由 

1 

橋 本
はしもと

 ユウ子
ゆ う こ

 
(1)すみだ教室講師(16年間) 

平成 18年度から令和 3年度まで 

（第 43回から第 58回まで） 

(2)すみだ教室ボランティア（14年間） 

平成 4年度から平成 17年度まで 

（第 29回から第 42回まで） 

令和 4年 1月 23日（日） 教育長 一身上の都合に

よる退任 

 ※すみだ教室顔合わせ会（令和４年１月２３日（日））で贈呈を予定していたが、新型コロナウイルス 

感染症の感染拡大防止の観点から中止したため、郵送により贈呈した。 
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